
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４回介護施設の在り方に関する委員会（平成 1
9 年５月 1
8 日） 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 出等の例を上げ）を実施している自治体が多数見受けられることは誠に遺憾。」と２００６年改正介護保険法の趣旨の理解に努

めるとともに、所管する市町村への周知を促すように求めた。    全国介護保険担当課長会議(H20.2.27)にて中井介護保険指導室長 

20
年
度
診
療
報
酬
改
定
で
新
設
さ
れ
た
特
養
ホ
ー
ム
に
外

部
の
在
宅
療
養
支
援
診
療
所
・
病
院
等
に
よ
る
総
合
医
学
管
理

料
、
訪
問
診
療
及
び
訪
問
看
護
料
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
２
月
13

日
中
医
協
答
申
以
来
、
水
面
下
で
の
折
衝
を
重
ね
、
３
月
11

日
、
厚
生
労
働
省
関
係
課
と
の
最
終
協
議
を
行
い
ま
し
た
。 

保
険
局
医
療
課
に
よ
る
と
、
①
中
医
協
で
は
、
「
高
齢
者
が
多

く
住
ま
う
施
設
」
に
対
す
る
訪
問
診
療
の
充
実
を
は
か
る
こ
と
と

し
て
お
り
、
②
対
象
施
設
を
「
居
住
系
施
設
」
と
し
て
整
理
し
た
。

③
そ
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
の
有
料
老
人
ホ
ー
ム
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
、
特
定
施
設
等
を
対
象
と
し
て
い
た
も
の
に
特
養
ホ
ー
ム
を
は

じ
め
、
養
護
・
軽
費
・
ケ
ア
ハ
ウ
ス
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。 

こ
れ
に
対
し
、
「
居
住
系
施
設
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
特
養
ホ
ー
ム

を
加
え
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
嘱
託
医
制
度
を
無
視
し
た
乱
暴

な
整
理
で
あ
る
こ
と
、
在
療
診
以
外
の
一
般
診
療
所
を
加
え
た

こ
と
が
さ
ら
に
嘱
託
医
及
び
現
場
を
混
乱
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
老

健
局
が
主
導
し
て
き
た
「
居
住
施
設
化
」
の
中
医
協
版
と
し
て
受

け
止
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、
な
ど
の
問
題
提
起
を
行
な
っ
た
。
。

医
療
課
は
、
「
高
齢
者
が
多
く
住
ま
う
施
設
」
で
整
理
し
た
も

の
で
、
「
配
置
医
師
に
つ
い
て
の
見
直
し
は
行
っ
て
い
な
い
」
と
回

答
。
同
席
し
た
老
健
局
古
都
振
興
課
長
も
、
「
こ
の
件
に
つ
い
て

は
、
保
険
局
と
議
論
し
て
い
な
い
。
居
住
系
施
設
で
の
く
く
り
方

に
全
老
施
協
が
疑
問
を
持
た
れ
た
こ
と
は
当
然
と
受
け
止
め

る
。
事
前
に
相
談
が
な
か
っ
た
こ
と
は
申
し
訳
な
い
。
」
と
コ
メ
ン
ト

し
ま
し
た
。 

次
に
、
対
象
患
者
に
つ
い
て
、
従
来
の
「
末
期
悪
性
腫
瘍
（
癌
）

患
者
に
限
定
す
る
こ
と
を
変
え
な
い
」
こ
と
を
最
終
確
認
し
ま
し

た
。 保

険
局
か
ら
は
、
『
中
医
協
で
は
、
診
療
報
酬
の
諮
問
・
答
申

な
の
で
、
対
象
患
者
に
つ
い
て
は
「
給
付
調
整
告
示
」
に
よ
り
明
示

す
る
こ
と
に
な
る
。
介
護
保
険
施
設
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
訪

問
診
療
と
同
様
、
「
要
介
護
被
保
険
者
で
あ
る
患
者
に
つ
い
て
の

療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
を
算
定
で
き
る
場
合
」
、
「
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
等
に
お
け
る
療
養
の
給
付
の
取
扱
に
つ
い
て
」
（
給

付
調
整
告
示
等
）
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
医
師
の
配
置
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
施
設
に
入
所
し
て
い
る
患
者
に
つ
い
て
は

算
定
の
対
象
と
し
な
い
。
』
こ
と
と
な
り
、
そ
の
通
知
で
「
末
期
癌

患
者
に
限
定
す
る
こ
と
は
変
え
な
い
」
と
の
回
答
を
得
ま
し
た
。 

特
養
ホ
ー
ム
等
を
往
診
す
る
医
療
機
関
の
範
囲
は
、
在
宅
療

養
支
援
診
療
所
か
ら
全
て
の
医
療
機
関
に
拡
が
り
ま
す
が
、
参

議
院
議
員
と
し
て
の
活
動
の
結
果
、
今
回
は
ど
う
に
か
「
末
期
の

悪
性
腫
瘍
」
に
押
し
留
め
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。 

特
養
ホ
ー
ム
に
お
け
る
、
医
療
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
急
ぎ
結

論
を
出
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

皆さんの訴え！全老施協の活動で！ 
厚労省：都道府県担当者に「ローカルルール、指導・監査に関する過度な書類提出等」を注意！

「独自の考え方によって法に基づかない指導や監査（法に規定されていない文書提出・社福向けの措置時代並みの資料提 

 H20 診療報酬改定 
 ・在宅患者訪問診療料２：居住系施設入居者対象の訪問診療：１日につき２００点 
 ・居住系施設入居者等訪問看護・指導料：週３日まで１日４３０点、週４日目以降１日５３０点 

※ 特養ﾎｰﾑ、養護、軽費･ｹｱﾊｳｽ、有料老人ﾎｰﾑ、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ、小規模多機能、高専賃等（短期入所も含む）等 
・特定施設入居者等医学総合管理料（月１回）：在宅療養支援診療所 ３,０００点(院外処方)･その他(１,５００点) 

  ※ 特養ﾎｰﾑ、特定施設  ＊訪問診療・訪問看護の算定要件は、「入居者で通院が困難な者であって、同意を得る。」こと 

特養等居住系施設、全てに｢訪問診療・訪問看護｣が考えられた。

特養入所者への｢医療の外付け｣適用 取り敢えずは 阻止！ 
これが進めば嘱託医制度の崩壊。「特養解体」の地域完結型医療(ケア)体制に。 
現状の訪問対象と同じ「悪性腫瘍の患者」（末期がん）限定に押し留める！ 

 中村ひろひこニュース Ｎo.２-２  平成２０年３月１２日                   （１）

今
回
の
法
改
正
は
、
コ
ム
ス
ン
事
件
で
同
一
グ

ル
ー
プ
企
業
へ
の
事
業
譲
渡
が
法
的
に
規
制
で

き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
新
た
に
株
式
所
有
等

に
よ
る
親
会
社
・
子
会
社
等
の
密
接
な
関
係
に

あ
る
場
合
は
、
指
定
の
欠
格
要
件
と
す
る
、
と

い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
を
特
養
ホ
ー
ム
の
開
設

者
＝
社
会
福
祉
法
人
に
も
適
用
し
よ
う
と
す

る
案
が
、
突
如
、
党
厚
労
部
会
に
提
示
さ
れ
ま

し
た
。 

即
座
に
、
「
お
か
し
な
内
容
だ
！
現
行
の
社

会
福
祉
法
人
制
度
に
な
い
概
念
を
盛
り
込
む

の
は
い
か
が
な
も
の
か
」
と
問
題
を
指
摘
し
ま

し
た
。
「
理
事
等
の
役
員
構
成
で
親
族
や
特
殊

の
関
係
が
あ
る
者
を
制
限
し
、
他
法
人
へ
の
資

金
流
用
を
認
め
て
い
な
い
。
」
厳
密
な
社
会
福

祉
法
人
ヘ
の
規
制
が
有
り
な
が
ら
、
新
た
に

「
親
・
子
法
人
」
の
概
念
を
導
入
す
る
規
制
強

化
は
、
納
得
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

そ
の
後
、
厚
労
省
は
、
『
事
業
に
重
要
な
影

響
を
与
え
る
「
親
法
人
」
・
「
子
法
人
」
の
関
係

が
成
立
し
な
い
』
、
「
各
個
別
法
に
よ
り
様
々
な

規
制
が
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
28
日
の
厚
労

部
会
で
関
係
条
文
の
削
除
と
な
り
ま
し
た
。 

コムスン事件での不備修正の「介護保険法改正案」・・・
社会福祉法人に、「親法人と子法人」の概念導入 
また規制強化の制度改革案に、正論で戦う！ 
参議院議員として、水際の戦いで条文削除に。 

 
当初案：介護サービス事
業者の指定・更新の欠格
事項 
「開設者の役員の一定
割合以上が密接な関係を
有する者の役員であるこ
とその他の事由を通じ
て、開設者の事業を実質
的に支配し・・・（以下「開
設者の親法人等」）・・・
が、指定を取り消され、
その取消しの日から五
年を経過していないと
き」・・・知事は指定し
てはならない。 

自
民
党
厚
労
部
会
（
Ｈ
20
・
２
・
26)

に
提
出
さ
れ
た
介
護

保
険
法
改
正
案
を
一
読
し
て
、
「
社
会
福
祉
法
人
に
、
ま

た
新
た
な
規
制
強
化
は
お
か
し
い
」
と
、
行
動
開
始
・
・
・ 

中

村

ひ

ろ

ひ

こ

ニ

ュ

ー
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  中村ひろひこニュース Ｎo.２-２  平成２０年３月１２日                   （２） 

特養ホーム：待機者 38.5 万人 解消に向けて 
自民党「介護福祉議員連盟（森喜朗会長）ＷＴ」始動！

「2020 年介護保険ビジョン」構築！ 
理
念
先
行
「
脱
特
養
・
特
養
解
体
」
在
宅
路
線
を

国
民
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
方
向
へ
転
換
！

参
議
院
議
員
と
し
て
、
全
老
施
協
会
長
と
し
て
、 

「
介
護
保
険
制
度
崩
壊
」
、
国
民
ニ
ー
ズ
無
視
の｢

特
養
解

体｣

の
危
機
を
、
フ
ジ
テ
レ
ビ
で
の
訴
え
や
あ
ら
ゆ
る
方
法

で
の
訴
え
続
け
て
き
た
こ
と
が
実
を
結
ん
で
き
ま
し
た
。 

自
民
党
・
介
護
福
祉
議
員
連
盟
で
、
森
喜
朗
会
長
の

「
介
護
施
策
は
厚
労
省
に
は
任
せ
て
は
お
け
な
い
。
今
後

の
日
本
の
介
護
は
『
政
治
』
で
方
向
付
け
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
」
と
の
提
起
を
受
け
て
、
中
川
秀
直
元
幹
事

長
を
座
長
に
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
を
設
置
し
、
今
後
の

介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て
、
抜
本
的
な
改
革
を
行
な
う

「
２
０
２
０
介
護
保
険
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
作
成
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。 

第
１
回
目
の
会
合
（
Ｈ
20
・
３
・
４
）
で
は
、
①
介
護
保

険
料
の
所
得
階
層
区
分
と
「
基
準
額
」
の
あ
り
方
、
② 

要
介
護
認
定
及
び
介
護
度
区
分
の
簡
素
化
、
③
介
護

予
防
給
付
・
地
域
支
援
事
業
の
市
町
村
事
業
化
、
④
サ

ー
ビ
ス
体
系
、
給
付
体
系
の
簡
素
化
、
居
宅
介
護
支
援

の
本
人
負
担
導
入
、
⑤
「
特
養
待
機
者
ゼ
ロ
」
・
介
護
保

険
施
設
緊
急
整
備
計
画
の
策
定
、
⑥
特
養
ホ
ー
ム
の
個

室
・
準
個
室
・
多
床
室
等
の
混
在
型
、
80
～
100
名
規
模

の
増
床
整
備
に
よ
る
事
業
効
率
化
、
終
末
期
ケ
ア
対
応

の
医
療
・
看
護
機
能
強
化
等
を
推
進
な
ど
が
テ
ー
マ
に

上
が
り
、
さ
ら
に
「
現
金
給
付
の
あ
り
方
」
、
「
人
材
確

保
、
養
成
校
の
あ
り
方
、
新
介
護
福
祉
士
制
度
の
課

題
」
に
つ
い
て
も
、
今
後
詰
め
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。 

「合併・事業譲渡等のガイドライン」は、「退出マニュアル」！ 

合併や事業譲渡を推進、「社会福祉法人経営支援協議会」を各県に設置。

社
会
福
祉
法
人
は
、
こ
れ
ま
で
補
助
金
に
よ
る

財
政
支
援
や
税
制
面
で
の
優
遇
措
置
で
支
え
ら
れ

て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
時
代
は
変
わ
り
、
介
護
保

険
関
係
の
不
祥
事
を
起
こ
し
た
場
合
に
は
事
業
の

取
消
し
や
更
新
で
き
な
い
処
分
が
待
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
「
一
法
人
一
施
設
」
等
の
非
効
率
な
運
営
や

財
政
的
に
行
き
詰
ま
っ
た
場
合
に
も
事
業
の
継
続

は
不
可
能
で
す
。
こ
う
し
た
法
人
は
、
社
会
福
祉
・

介
護
保
険
事
業
か
ら
退
出
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。 

そ
の
た
め
厚
労
省
は
、
利
用
者
保
護
、
職
員
保

護
の
立
場
か
ら
法
人
合
併
・
事
業
譲
渡
、
法
人
間

連
携
を
進
め
る
た
め
、
「
社
会
福
祉
法
人
経
営
支

援
協
議
会
」
を
設
置
し
、
対
応
す
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。
現
在
作
成
中
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
小
規
模

施
設
・
法
人
の
基
盤
強
化
や
報
酬
改
定
の
引
き
上

げ
を
抜
き
に
し
た
「
事
業
撤
退
・
退
出
マ
ニ
ュ
ア
ル
」

で
す
。
こ
の
た
た
き
台
に
関
し
て
、
下
記
の
よ
う
な

課
題
が
あ
り
、
全
老
施
協
会
長
と
し
て
厚
労
省
に

申
し
入
れ
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。 

○
社
会
福
祉
法
人
の
設
立
時
及
び
施
設
整
備
等

に
お
け
る
資
金
手
当
、
担
保
提
供
な
ど
開
設
者

（
理
事
長
）
に
対
す
る
権
限
と
責
任
が
評
価
さ

れ
な
い
現
状
を
改
め
、
理
事
長
の
権
限
、
責
任

を
明
確
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
必
要
。 

○
設
立
時
等
の
出
資
に
対
す
る
権
限
付
与
が
な
い

た
め
に
同
族
経
営
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
実
情

に
即
し
、
「
退
出
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
」
以
前

に
、
増
床
整
備
、
複
数
及
び
多
角
経
営
へ
の
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
が
必
要
。 

○
法
人
全
体
で
の
採
算
性
に
つ
い
て
、
経
営
を
圧
迫

す
る
要
因
を
十
分
に
分
析
し
た
上
で
、
①
当
該

事
業
の
譲
渡
、
②
委
託
事
業
の
返
上
等
を
視
野

に
入
れ
た
支
援
策
が
必
要
。 

○

 

「
有
償
譲
渡
」
に
関
し
て
も
検
討
が
必
要
。 

介
護
保
険
下
の
社
会
福
祉
法
人
は
、
民
間
企

業
、
医
療
法
人
同
様
、
生
き
残
り
ゲ
ー
ム
の
渦
中

に
い
ま
す
。
理
事
長
・
理
事
の
経
営
責
任
は
重
大

で
す
。 

外国人介護職、受入れに向け積極方針！ 
外国人材交流推進議員連盟 （中川秀直会長・中村博彦事務局長） 

は、２月２７日の会合で、移民問題を含めて外国人受入れの課題

を整理し、政策提言を行うことを決定しました。 
 また、ＥＰＡに関する介護・看護職の受入れ推進や外国人研修制度の

質向上を図る議論を進めていくこととなりました。 
参議院決算委員会(H19.12.10)での中村私案「自立と共生をめざす外国

人施策」が、はやくも実を結びつつあります。名目だけの国際技術移転型
から、外国人材の育成・確保型への方向転換が近づいています。介護人
材確保にも大きな一歩となります。 

｢

一
法
人
一
施
設｣

小
規
模
法
人
は 

生
き
残
れ
な
い
・
・
・
合
併
等
へ

平
成
20
年
は
厳
し
い
鬩
ぎ
合
い

 厚
労
省
の
特
養
解
体
・
在
宅
路
線

一
辺
倒
ス
ト
ッ
プ
に
、
政
治
が
動
き

だ
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
診
療
報
酬

で
の
「
医
学
総
合
管
理
料
」
の
問

題
。
コ
ム
ス
ン
対
策
に
借
り
た
社
会

福
祉
法
人
へ
の
規
制
強
化
の
動
き

等
々
。
一
進
一
退
の
緊
張
の
連
続

で
す
。 

皆
さ
ん
と
の
一
致
団
結
が
最
後
の

勝
利
に
結
び
つ
き
ま
す
。
プ
ロ
セ
ス

を
克
明
に
ご
報
告
い
た
し
ま
す
の

で
、
よ
く
よ
く
ご
理
解
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

 

中

村

博

彦 

在宅介護支援センター「復権」勝ち取る！厚労省通知(H20.2.8)  
在宅介護支援ｾﾝﾀｰを地域包括支援ｾﾝﾀｰの「ﾌﾞﾗﾝﾁあるいはｻﾌﾞｾﾝﾀｰ」として活用する考え方から、さらに発展。
「市町村は、在介センターに対し、包括センターが行う総合相談業務の一部である実態把握や初期段階の相談対応業 

務を、センターと協力、連携のもとに実施させること。」、「在介センターが実施した場合は、適切な額を協力費・委託費 
として支出する必要があること。」を実現。全国在介協との連携による勝利です！ 

特
養
ホ
ー
ム
の
効
率
化
、
安
価
な
利
用
料
で
「
介
護
・

医
療
・
生
活
」
を
総
合
的
に
担
う
施
設
、
在
宅
系
サ
ー
ビ

ス
も
併
せ
持
つ
地
域
拠
点
化
が
課
題
で
す
。
そ
の
た
め
に

も
社
会
福
祉
法
人
改
革
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。  
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